
２ ７ 生 情 教 第 ８ 号 
平成２７年１０月５日 

 
 各都道府県・指定都市教育委員会  
   学校設備整備等主管課長  
   情 報 教 育 主 管 課 長 
 

                             文部科学省生涯学習政策局 
情報教育課長  磯  寿生 

 

（印影印刷） 

 

                             文部科学省初等中等教育局 
財 務 課 長  矢野 和彦 

 

（印影印刷） 

 

 
教育情報化の推進に対応した教育環境の整備充実のための地方財

政措置について（通知） 

 
標記について、第２期教育振興基本計画で目標とされている水準を達成するために必

要な所要額を計上した「教育のＩＴ化に向けた環境整備４か年計画（平成２６年度～平

成２９年度）」に基づき、平成２９年度まで単年度約１，６７８億円（４年間総額約６，

７１２億円）の地方財政措置が講じられているところです。  
 このような中、本年８月末に中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程企画特別部

会から論点整理が示され、急速に情報化が進展する中で、情報や情報手段を主体的に選

択し活用していくために必要な「情報活用能力」を各学校段階を通じて体系的に育んで

いくことや、アクティブラーニングの視点に立った新たな学びを進める上でＩＣＴを活

用することの重要性が示されており、このような学習指導要領等の理念の実現に向けて

必要な支援方策として、ＩＣＴも含めた必要なインフラ環境の整備を図ることが喫緊の

課題となっております。 

 しかしながら、先般公表した平成２６年度「学校における教育の情報化の実態等に関

する調査結果【速報値】」では、各整備状況において地方公共団体間の格差が拡大して

おります。このような状況を踏まえ、同調査結果の公表に当たっては、従来は速報段階

では公表していなかった市区町村別の整備状況についても公表したところです。 

 ついては、学校における情報機器の安定的かつ計画的な整備を推進するために、ＩＣ

Ｔ機器の整備を総合教育会議の審議・調整事項として貴教育委員会から首長に対して提

案し、教育の大綱に整備計画を位置付けるなどした上で、地方財政措置についても積極

的に活用していただきますようお願いします。 

 なお、各都道府県教育委員会におかれては、本件について、上記の市区町村別調査結

果を含めて、域内市（区）町村教育委員会に対しても周知くださるようお願いします。 

 

 

【別添資料】 

 
 ○資料１ 教育改革の方向性と「教育の情報化」について 
 ○資料２ 平成２６年度の地方財政の見通し・予算編成上の留意事項等について 

（抜粋） 

殿  



 
 
 
（参考）  

 
①中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程企画特別部会論点整理  

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/053/sonota/1361117.htm 
 
②高大接続システム改革会議中間まとめ  
 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shougai/033/toushin/1362096.htm 
 
③中央教育審議会初等中等教育分科会教員養成部会中間まとめ  
 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/002/houkoku/1360150.htm 
 
④学校における教育の情報化の実態等に関する調査【速報値】  

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/1361390.htm 
 
⑤教育のＩＴ化に向けた環境整備４か年計画  

http://jouhouka.mext.go.jp/school/pdf/2014ICT-panf.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（本件問い合わせ先）  

 担当：文部科学省生涯学習政策局  
     情報教育振興室長 新津  

   TEL ： 03-5253-4111（内線 2942） 
   FAX ： 03-6734-3712 
e-mail： niitsu-katsuji@mext.go.jp 
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資料２ 

 
◆平成２６年１月２４日付総務省自治財政局財政課事務連絡『平成２６年 
度の地方財政の見通し・予算編成上の留意事項等について』 （抜粋） 

 
事  務  連  絡 
平成２６年１月２４日 
 

各都道府県財政担当課 
各都道府県市町村担当課 
各都道府県議会事務局   御中 
各指定都市財政担当課 
各指定都市議会事務局 

 
総務省自治財政局財政課 

 
平成２６年度の地方財政の見通し・予算編成上の留意事項等について 

 
平成２６年度の国の予算につきましては、平成２５年１２月２４日閣議決定され 

たところであります。 
この国の予算に関連して、現在平成２６年度の地方財政計画の策定を急いでいる 

ところであり、現時点においては細部にわたり確定を見るに至っておりませんが、 
地方公共団体の予算編成作業の状況に鑑み、さしあたり現段階における地方財政の 
見通し・予算編成上の留意事項等について、別紙のとおりお知らせいたします。 
また、貴都道府県内の市区町村及び市区町村議会に対しても速やかにその趣旨を 

御連絡いただくようお願い申し上げます。 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
（別紙） 
第３ 予算編成上の留意事項 
   第１、第２を踏まえ、平成２６年度の予算編成に当たりご留意いただきたい 
  点は、以下のとおりである。 
 20  教育教材の整備推進については、新学習指導要領の全面実施等に対応し、学 
  校教材の安定的かつ計画的な整備を促進するため、教材整備計画（平成２４年 
  度～平成３３年度に基づき、地方交付税措置を講じることとしている。 
  ・・・ 

 さらに、教育情報化の推進については、学校における情報機器等の安定的か 
  つ計画的な整備を促進するため、新たに策定される教育のＩＴ化に向けた環境 
  整備４か年計画（平成２６年度～平成２９年度）に基づき、地方交付税措置を 
  講じることとしている。 
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